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町民の皆さんからお寄せいただいた情報を掲載します

震災からの復興と海上安全・豊漁および豊作を祈念
し、　野神社境内で「安波さま」を開催します。皆さ
んのお越しをお待ちしています。
■開催日時　２月16日（日）　10時から
■場　　所　　野神社　境内（浪江町大字請戸）
■内　　容　１　神事
　　　　　　２　雅楽奉納（品川区雅楽同友会）
　　　　　　３　神楽奉納
　　　　　　４　田植踊奉納
※路上駐車はせず、神社敷地内の空き地を利用してください。
　野神社氏子総代長　渡部　忍　　090（2279）9028

「安波祭」を開催します
くさ の
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問合せ
申込み
電　話
ファクス
メールアドレス
ホームページアドレス
フリーダイヤル

問

e
FAX

URL

TEL
申

＋ 仮設津島診療所のお医者さん

　仮設津島診療所　　0243（24）1431
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＋ 浪江診療所 のお医者さん

　浪江診療所　　0240（23）6173
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12
月
を
も
っ
て
退
職
す

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

町
民
の
皆
さ
ま
の
温
か
い

ご
支
援
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　
　
【
派
遣
職
員
】

＊
徳
村
勇
二
郎

（
ま
ち
づ
く
り
整
備
課
・

福
島
県
）
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令和２年度
町税などの減免基準をお知らせします

個人住民税（町・県民税）
（1）平成23年３月11日時点で、避難指示区域に指定された区域に住民登録があった人は、令和元年

（平成31年）中の合計所得金額に応じて、次のとおり減免されます。

（2）事務所、事業所または家屋敷を有する人で、町内に住民登録がない人に対する均等割が全額減免
されます。

固定資産税
（1）土地・家屋

●避難解除区域（旧避難指示解除準備区域・旧居住制限区域）……（地方税法により）２分の１を減免
●帰還困難区域……課税免除
●解体申請を行っている家屋……解体されたものとみなして減免
●家屋解体を行い更地となっている土地……令和３年度まで住宅用地の特例（※）適用
※住宅用地の特例とは
●小規模住宅用地（住宅やアパートなどの敷地で200平方メートル以下の部分）

……………………………………………………［課税標準額］価格（評価額）の６分の１
●一般住宅用地（住宅やアパートなどの敷地で200平方メートルを超える部分）

……………………………………………………［課税標準額］価格（評価額）の３分の１
※家屋の床面積の10倍までの面積の用地に限ります。アパート・マンション・併用住宅は、
計算が異なる場合があります。

（2）償却資産
町内にある償却資産のうち、震災により使用不能などの状況にあるものは減免されます。

軽自動車税
前年度と同じく、震災以前に登録された車両のうち、国が定める避難指示区域内に継続して放置
したまま使用していない車両は減免されます。

国民健康保険税・介護保険料
詳細が決まり次第、町ホームページなどでお知らせします。

300万円以下
300万円超～400万円以下
400万円超～500万円以下
500万円超～750万円以下
750万円超

100％
75％
50％
25％

減免なし

※繰越損失の申告をしている場合は、損失
額を差し引く前の所得で適用する減免割
合を判定
※譲渡所得の特別控除の申告をしている場
合は、特別控除を差し引く前の所得で適
用する減免割合を判定

合計所得金額 減免割合

住民課課税係 0240（34）0224（個人住民税・軽自動車税・国民健康保険税に関すること）
住民課税務管理係 0240（34）0223（固定資産税に関すること）
介護福祉課介護係 0240（34）0226（介護保険料に関すること）
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企画財政課情報統計係 0240（34）0241

「なみえ新聞」見ている？

なみえタブレット 通信

福島県や浪江町の「今」のニュースをお伝えする「なみえ新聞」は、毎日夕方に新しい
ニュースをお届けしています！
町からのお知らせやイベント情報、クイズや動画など楽しいコーナーが盛りだくさん。

うけどんの“つぶやき”と“写真”が見られる「うけ
どんツイッター」も始まりました。
「なみえ新聞」は、自身のスマートフォンやアイ
フォンから見ることができます。アプリをダウン
ロードしてお楽しみください。

「投稿した写真」が、町ホームページなどで紹介される!?
多くの人が見るのを楽しみにしている「撮れたて写真館」。
今後は、アプリ「なみえ新聞」を利用していない人でも「撮れたて写真館」を楽しめるように、投稿
された写真の一部を“町ホームページ”や“広報紙“などで紹介する予定です。
このことに伴い、２月から写真投稿の表示が一部変更になります。
通常、「撮れたて写真館」は町民のみが閲覧できるコーナーですが、今回追加になった「一般公開

OK」のチェックボックスにチェックを入れて投稿すると、町民以外の人でも、その写真を閲覧できる
ようになります。

※町ホームページなどで紹介する写真は、「一般公開
OK」にチェックが付いているものが対象となります。

注意：らくらくホンには対応していません。

●特別料金プランを利用している人
浪江町タブレットサポートセンター 0800（919）3287（平日９時～17時15分）

●特別料金プランを利用していない人
浪江町役場企画財政課情報統計係 0240（34）0241（平日８時30分～17時15分）

【タブレットに関するお問合せ】

「一般公開」をしたくない人は、
チェックボックスのチェックがは
ずれていることを確認の上、投稿
してください。

スマートフォン版
なみえ新聞

▲ アイフォン版
なみえ新聞

▲

10月は「まるしぇ３周年＆なみえ秋まつり」10月は「まるしぇ３周年＆なみえ秋まつり」

記念品
・
・
・

・
・
・
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11時～14時

11時～14時
日

毎月
第２土曜・日

曜は

まるしぇの
日♪

２月

※都合により、内容などを変更する場合があります。ご了承ください。
駐車場は役場敷地内駐車場を利用してください。皆さんのお越しを心からお待ちしています。

産業振興課商工労働係 0240（34）0247
３月は７日（土）８日（日）に開催！

バレンタイン企画 !!
“ありがとう”の気持ちを込めて
「プチハートあられ」を

両日先着400人に
プレゼント!

10月は「まるしぇ３周年＆なみえ秋まつり」10月は「まるしぇ３周年＆なみえ秋まつり」

ひきたてコーヒー販売　カスタムコーヒー
似顔絵塗り絵　たれめのリリー

露 店 廃炉・汚染水対策の現状
資源エネルギー庁

展 示

記念品記念品記念品

８日土

９日

８日
（土）

９日
（日）

ステージ
・腹話術・ものまね　CORUKA
・パントマイム演芸　エンジョイJOY
・歌謡ショー　原田　雪見

・ギター・歌唱ライブ　すえながしょうすけ
・浪江町復興応援アイドル　reborn
・フリースタイルフットボール　To－Ru

�����������	�	����

�������	
�������������

�������	
����

�������	
��������������

�������	
��������������

�������	
�������

��������	�

���������	
����������������
����������	
������������
����

��������	����������������

�������	
���
�������	
���

�������	
������������

� � � �� ����������

�������	
�������

�������	
�

�������

�����������

�������	
��������

��������

���������	
��������

��������	
�

��
����

消防署からのお知らせ

～ ～
《三つの習慣》

①寝たばこは絶対にしない
②ガスコンロなどのそばを離れ
るときは、必ず
火を消す

③ストーブは燃えやすいもの
から離れた場所で使用する

《四つの対策》
①住宅用火災警報器を設置する
②防炎製品を使用する
③住宅用消火器などを設置する
④隣近所との協力体制を作る

火事と救急は119番

浪江消防署 0240（34）4111
富岡消防署 0240（22）2119

《消防署連絡先》
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健康保険課放射線対策係　　0240（34）0261

放射線相談員だより放射線相談員だより
～飲食物に放射線が当たると放射線がたまるの？～

浪江町役場本庁舎に放射線相談員が常駐しています。今回は飲食物に放射線が当たった場合
どのようになるのかお話しします。

自宅に置いていた未開封のウイスキーが
あるけど、放射線が当たって瓶の中に放
射線がたまっていたら飲めないよね？

そういうことなら、
飲んでもいいの？

放射線は光と似た性質を持つので、物に当たって
もたまることはありません。物を通り抜けるか、
消えてしまいます。

放射線は放射性物質から放出されます。密
閉されている状態であれば放射性物質が瓶
の中に入ることはないので飲んでも問題な
いと思われます。
心配な場合は、役場で実施している食品検
査をお勧めします。
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●

●
　

●株式会社creft  代表取締役  黒坂 信一 様（写真中央）
●株式会社アイベックス  取締役部長  松本 章宏 様（写真左）

クレフト

寄　贈

※黒坂様は浪江町の出身で、先般の台風19号により町が被災した
ことを聞き、「ふるさと復興のため自分ができることで少しでも
力になりたい」という思いから、寄贈いただきました。

12月４日　土のう製造スタンド 100基12月４日　土のう製造スタンド 100基12月４日　土のう製造スタンド 100基
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